
産業精神保健の動向

精神障害等の労災認定

（1）精神障害等による労災補償の動向

現在までの精神障害等の労災補償状況1）は図 2-1のとおりです。1983年度から2008年度までの26年

間で、精神障害等に係わる労災請求件数は5,474件（内自殺事案1,383件）となっています。2008年度

中の請求件数は927件（内自殺148件）で、同年度中に269件が認定されており、内自殺の認定は66件

でした。最近の労災請求の特徴は、精神障害の請求件数が急増し、自殺の請求件数を大きく上回って

いることです。業種別の精神障害の認定件数は、製造業（50件）、卸売・小売業（48件）、医療・福祉

（26件）が多く、年齢層別では、30歳代（74件）が全体の約3割を占め、比較的若い層が仕事上の問

題や職場の人間関係に悩んでいる実情がうかがえます。

（2）自殺の労災認定

「過労自殺」は過労死と同様に過労に起因した自殺を意味しますが、「過労」とは心身ともに疲弊・

消耗して蓄積疲労が進み、健康障害まで起こした状態をさしています。自殺が労災認定されるかどう

かは、労働者災害補償保険法で「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原

因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない」と規定されているため、かつて

は故意がない自殺、つまり心神喪失状態で行われた自殺2）でないと労災認定はされませんでした。し

かし1999年に策定された「心理的負荷による精神障害等に係わる業務上外の判断指針3）」（以下、判
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図2-1E精神障害等の労災補償状況の年次推移
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注：認定件数は、当該年度に請求されたものに限るものではない。（厚生労働省労働基準局統計）

http://www.jaish.gr.jp/information/2009_jisatsu_yobou_taiou_2.pdf


断指針）で、「業務による心理的負荷によってこれらの精神障害が発病したと認められる者が自殺を

図った場合には、精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思

いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたものと推定」され、業務上

と認定され得ることとなりました。すなわち、業務に起因する精神障害に基づいて行われた自殺の認

定の取扱いが示されたことにより、自殺の労災認定の枠も広がったこととなりました（図 2-2）。

また、判断指針においては、労災認定は心因性、内因性に限らずICD-10（WHO : 国際疾病分類）に

規定される全ての精神疾患が対象とされ、その精神疾患発症時点から遡って概ね6ヶ月間の業務過重

性の有無等によって業務上外が判断されることとなります。そして、業務による精神障害が発病した

と認められた人が自殺を図った場合には、上記の取扱いに従い、自殺が業務上であるか否かが判断さ

れます。

職場の精神保健に関連する法的側面

（1）労働安全衛生法に基づく健康管理

労働安全衛生法では、事業者による定期健康診断の実施と労働者への結果の通知を義務づけていま

す。健康診断の結果に関して異常の所見が認められる場合は、事業者は必要な措置に関して医師の意

見を聴く義務があり、事業者はその意見を勘案し、必要があるときは、労働者の実情を考慮して就業

場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境の調整を図る必要があり

ます。しかし、定期健康診断でメンタルヘルスにかかわる問診を実施するかについて定められている

わけではなく、各企業がそれぞれ独自に模索しているのが現状です。

また、同法では、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医

師、保健師による保健指導を行う努力義務が規定されており、メンタルヘルス上、注意の必要がある

と思われる労働者に対しては、何らかの介入を行う必要があると言えます。

さらに、同法では、「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持

増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。」と規定され

ています。これが、事業場におけるメンタルヘルス対策及び労働者の心身両面にわたる健康保持増進

措置（THP：トータル・ヘルスプロモーション・プラン）の根拠となっています。
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図2-2E自殺の認定
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（2）労働衛生分野を中心とした行政の流れ

労働衛生行政の流れの中で、メンタルヘルス対策が法令上組み込まれたのは1988年で、労働安全衛

生法の改正によって労働者の健康保持増進措置（THP）が事業者の努力義務とされ、この中で初めて

位置づけられました。これは、労働者の身体の健康にこころの問題が関係していることが少なくなく、

労働者の身体疾患や行動の変化の背景にこころの状態の変化が関係していることが見受けられること

が多くなったためで、本人がメンタルヘルスケアを受けたいと申し出た場合、あるいは健康測定の結

果、メンタルヘルスケアを受けさせた方が良いと判断された場合には、気づきやリラクセーションな

どの措置を講ずることが事業者に求められたのです。

そして、2000年8月には、労働省（現厚生労働省）によって「事業場における労働者の心の健康づ

くりのための指針」（メンタルヘルス指針）が策定され表 2-1のように4つのケアが示されました。
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1988年10月：健康保持増進措置（THP）を努力義務化

1989年10月：職業性疾病対策　特殊健康診断項目の改正（鉛､有機溶剤）

1989年10月：生活習慣病対策　定期健康診断項目の改正（貧血､肝機能､心電図）

1992年 7 月：快適職場環境の形成　作業環境の管理、作業方法の改善

1996年10月：労働安全衛生法改正　健診結果を通知、事後措置の義務化

1999年 9 月：心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針

2000年 8 月：事業場における労働者の心の健康づくりのための指針（労働基準局長通達）

2001年 4 月：二次健康診断等給付制度の創設（労災保険法一部改正）

2001年 4 月：労働時間の適正な把握…使用者が講ずべき措置に関する基準

2001年12月：脳・心臓疾患、過労死の認定基準改正

2001年12月：「職場における自殺の予防と対応」（働く人の自殺予防に関するセミナーテキスト）作成

2002年 2 月：過重労働による健康障害防止のための総合対策

2002年12月：自殺防止対策有識者懇談会「自殺予防に向けての提言」

2003年 6 月：第10次労働災害防止計画でメンタルヘルス対策の強化

2004年10月：心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

2005年 7 月：障害者雇用促進法改正　精神障害者を法定雇用率に算定等

2005年10月：労働安全衛生法改正　長時間残業者の面接指導等

2005年11月：プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン

2006年 3 月：労働者の心の健康の保持増進のための指針（厚生労働大臣公示）

2006年10月：自殺対策基本法の施行

2007年 6 月：自殺総合対策大綱策定



2004年8月に「過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係る検討会4）」の報告書が厚生労働省か

ら公表されました。この報告書では、前述したメンタルヘルス指針で心の健康づくりを進めることを

基本にし、①自殺を予防するためには、うつ状態に早期に対応する必要があること、②家族によるケ

アも重要で家族が相談する窓口を明確にすること、③労働者の意見をくみあげながら労使、産業医、

衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用した労使の自主的取組が重要であることなどが強調さ

れました。さらに管理監督者の役割が、適切な業務管理と情報の提供や相談窓口につなぐことである

など、明確にされたのも大きな特徴となっています。

2006年4月から改正労働安全衛生法（平成17年法律第108号）5）が施行されていますが、労働者の時

間外・休日労働（週40時間を基準とし、そこからの超過分）が1ヶ月当たり100時間を超え、かつ、

疲労の蓄積が認められるときは、事業者は原則として労働者に医師による面接指導（問診その他の方

法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。）を行わなけ

ればならないとされました。また、1ヶ月当たり80時間を超えた場合も、事業者は労働者に医師によ

る面接指導等を実施するよう努めることが求められています。さらに、衛生委員会の調査審議事項と

して、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策及び労働者の精神的健康

の保持増進を図るための対策を行うことが新たに追加されました。衛生委員会等を活性化することに

より、より事業場に合ったメンタルヘルス対策を立てることが要求され、月1回衛生委員会等を開い

て議事録を残しておくことが重要です。

2006年3月に「職場におけるメンタルヘルス対策のあり方検討委員会報告書6）」を踏まえ、労働安

全衛生法（昭和47年法律第57号）第70条の2第1項の規定に基づく、同法第69条第1項の措置の適

切かつ有効な実施を図るための指針として、事業者が講じるべき労働者の心の健康の保持増進のため

の措置（メンタルヘルスケア）が適切かつ有効に実施されるよう、厚生労働省が「労働者の心の健康

の保持増進のための指針7）」を策定しました。事業者は、メンタルヘルスケアを推進するに当たって、

①心の健康問題の特性、②労働者の個人情報の保護への配慮、③人事労務管理との関係、④家庭・個

人生活等の職場以外の問題に留意すると同時に、事業場内の関係者が相互に連携し、①教育研修・情

報提供、②職場環境等の把握と改善、③メンタルヘルス不調への気づきと対応、④職場復帰における

支援等に積極的に取り組む等、前述した4つのケアを継続的に推進することが効果的であるとされて

います。また、産業医等の助言、指導等を得ながら事業場のメンタルヘルスケアの実務を担当する事

業場内メンタルヘルス推進担当者を、事業場内産業保健スタッフ等の中から選任することが定められ

ています。なお必要な事業場内産業保健スタッフが確保できない50人未満の小規模事業場におけるメ
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表2-1E事業場における労働者の心の健康づくりのための指針

心の健康づくり計画の策定

１.  セルフケア . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .労働者によるストレスへの気づきとストレスへの対処

２.  ラインによるケア . . . . . . . . . . .管理監督者による職場環境等の改善と個別の指導・相談等

３.  事業場内産業保健 . . . . . . .産業医、衛生管理者等による職場の実態の把握、

スタッフ等によるケア 個別の指導・相談等、ラインによるケアへの支援、

管理監督者への教育・研修

４.  事業場外資源によるケア . . .事業場外資源による直接サービスの提供、

支援サービスの提供、ネットワークへの参加

注：「労働者の心の健康の保持増進のための指針」でも同様である。



ンタルヘルスケアの取組に関しては、衛生推進者又は安全衛生推進者を事業場内メンタルヘルス推進

担当者として選任するとともに、地域産業保健センター等の事業場外資源の提供する支援等を積極的

に活用し取り組むことが望ましいとされています。

企業の管理責任が問われる訴訟や長期休業者の増加、精神障害者雇用の問題など、今後、わが国で

解決しなければならない産業精神保健を巡る問題は山積しています。2007年4月に公表された「自殺

総合対策の在り方検討会報告書 総合的な自殺対策の推進に関する提言」では、職域に関してメンタ

ルヘルスケア支援策の充実が強調されていますが、今後さらに事業場単位での具体的対策が求められ

ることとなりました。

また、近年、自殺による死亡者数が高い水準で推移していることを踏まえ自殺対策の基本理念、国

の責務、事業主の責務などを定めた自殺対策基本法が施行されました。さらに、2007年6月には、自

殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針である「自殺総合対策大綱」が閣議決定さ

れました。自殺総合対策大綱には、自殺を予防するための重点施策として職場におけるメンタルヘル

ス対策を推進することが掲げられており、今後もさらに事業場に対する支援などの取組が実施される

こととなっています。

（3）企業と安全配慮義務

企業はなぜ、労働者のメンタルヘルス問題に

取り組まなければならないのでしょうか。労働

者にメンタルヘルス問題が発生すると、業務に

集中することが困難となり、遅刻・欠勤や作業

能率の低下といった問題が起こり、さらに最悪

の場合には精神障害による自殺が発生し、その

結果として企業の信用の低下、収益の減少とい

った事態につながらないとも限らないため、必

然的に企業はメンタルヘルスケアに取り組まざ

るをえません。

また、労働者と使用者との間に雇用関係が成

立すると、使用者は労働者に対して危険を防止

し、安全を配慮しなければならないとする民事

上の義務である安全配慮義務が必然的に生ずるのです。安全配慮義務とは、業務を遂行させるときに

は労働者の生命、身体、健康を守らなければならないとする使用者の義務であり、業務遂行上、予想

される生命、身体の危険から労働者を保護し、恒常的な長時間労働、協力支援体制のない状況の中で

の業務など著しい肉体的精神的な過重負荷等に起因した精神疾患や身体疾患が発生しないよう、配慮

しなければならない契約上の義務のことを意味しています。

つまり労働者が業務に服する過程で労働者の生命、健康が損なわれることのないように労働場所、

設備、器具その他の労働環境を管理し、又は労務管理に当たって災害が生じないようにする義務です。
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企業におけるリスクマネジメント

前述してきたように行政施策の中で2006年4月より長時間労働者の健康を保持するための措置の充

実強化の一つとして、事業者は、一定時間を超える時間外・休日労働を行った労働者を対象とした医

師による面接指導等を行わなければならないこととされました。この中で長時間労働者のメンタルヘ

ルス面のチェックを行い、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止が図られることとなり

ました。前述した研究の労災認定された51例の過労自殺事例のうち月100時間以上の時間外・休日労

働を行った労働者は53%（27例）もみられ、管理職と専門技術職を合わせると74%（38例）を占めて

いますが、医療機関を受診していた事例は33%（17例）で、精神科を受診していた事例は20%（10例）

でした。過労自殺事例の8割が精神科受診に至っていませんでしたが、全事例の82%（42例）が会社

よりも家族が先に自殺の兆候に気づいており、精神科受診を家族が考えているうちに自殺に至ってい

ました。過労自殺を防止するためには、早期に介入することが必要であることは言うまでもなく、労

働者自らが問題に気づく必要があり、その仕組みづくりも事業主に課せられることとなりました。

次に労災認定後に損害賠償請求された事例を提示します。

（1）事例の概要

本人は企業の技術系の管理者であり、社をあげたプロジェクトのリーダーを任され、30名近くの部

下と共に新機種の技術研究開発に、研究所で取り組みました。当初開発は順調でしたが、6ヶ月頃か

ら開発がうまくいかなくなり、1年経過した時点で本社の命令でプロジェクトチームは解散すること

となりました。業務開始からチーム解散まで、本人の上司、部下との人間関係は良好でした。本人は

数ヶ月、同研究所に残って残務整理を行いました。残務整理が完了した後、本人は本社の開発本部に

異動しましたが開発業務が達成できなかったことに責任と不全感を感じていました。異動から1ヶ月

後、別なプロジェクトの責任者の内示を受けました。以前のこともあり本人は気乗りがしませんでし

たが、上司の命令に逆らうことはできず、引き受けることにしました。プロジェクト開始後2ヶ月目

頃から熟眠ができず、早朝覚醒、倦怠感、軽うつ気分が出現しました。このため病院の精神科を受診

し、うつ病と診断され、3ヶ月間の自宅療養となりました。

主治医がほぼ回復したと判断したことから職場復帰を考慮することとなり、かなり軽減した職務で

したが、何とかこなせる状況だったため職場に復帰しました。しかし、職場復帰してほぼ1ヶ月後か

ら元気がなくなり、倦怠感が出現しました。職場復帰の後は、保健師、産業医などの産業保健スタッ

フの面接を週1回受けていましたが、倦怠感を訴えていたので、スタッフも本人の精神状況に大いに

不安を感じていました。元気がなくなったので、気分転換の計らいで、上司が数日間の出張を命じま

した。帰社後、急激に抑うつ状態が再燃したため、産業医が通院中の精神科ではなく別な精神科での

治療を受けるように指示しました。しかし紹介された精神科へ受診する前日になり、自殺に至りまし

た。

（2）本事例のストレス評価と就業上の措置

この事例はICD-10でいうところの「うつ病エピソード」の典型例と思われます。労働災害の認定に

際して重要な点は、発病前6ヶ月の期間に業務過重が存在したかどうかです。発症前に開発業務が結

果的に中止となり撤退せざるを得なくなったことの責任を被災者は感じており、これが「心理的負荷

3
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による精神障害等に係る業務上外の判断指針」中の「職場における心理的負荷評価表」の「ノルマが

達成できなかった」に該当し、ストレス強度の評価は中等度「Ⅱ」で、その後、残務整理で研究所に

一人残ったことなどを考慮して、ある程度の業務過重が持続していたと認められました。管理職であ

るため残業時間の把握は難しいですが、妻からの帰宅時間の確認や、同僚、上司からの証言で、終電

がなくなってタクシーで帰宅していたこともわかり、長時間労働が恒常化していたことが事実認定さ

れました。そして、発症時点では「配置転換があった」ことが、ストレス強度は中等度「Ⅱ」、さら

にチームリーダーを任されたという「新規事業の担当になった」で、ストレス強度「Ⅱ」、その上恒

常的長時間残業がストレス強度「Ⅱ」と判断されました。このように業務過重の状態であったため、

最初のうつ病の発症は業務が有力な原因となったものと判断されました。さらに、職場復帰した後の

うつ病の再燃も、前の業務上のうつ病が完全に完治していなかったものであり、業務上のうつ病の発

症後に行われた自殺であるとして、自殺についても精神疾患の専門部会で検討された上で業務上と判

断されました。

この事例では、労災認定された後に遺族が企業に損害賠償を請求しています。企業は、専属の産業

医、保健師、嘱託精神科医も勤務しており、従業員の健康管理には力を入れていましたが、上司と健

康管理室との連携ができていなかったことは否めないようです。訴訟では出張に耐えうる健康状態で

あったか否かが争点となりましたが、判決は出張に出す時点での健康上の問題を企業が見逃し、安全

配慮に欠けた対応がなされたとして企業側が全面敗訴しました。

その後、同企業では健康管理の観点から出張や残業に関して就業制限の措置票（就業上の措置）を

通して職場上司と健康管理室の連携が図られています。このように企業全体が過重労働に健康障害の

防止に配慮し、医師による面接指導等を通して精神科受診を促したり、あるいは長時間残業を禁止す

るなどの就業上の措置を行うことによって、労働者の危機的状況に陥らせないリスクマネジメントが

必要であることは論をまちません。そして、安全配慮義務の履行を図ることが、労災を巡る損害賠償

請求訴訟等の問題をそもそも起こさないことにつながります。また何よりも「企業の生産性を上げる

ためには労働者の健康が前提になる」という認識を忘れてはならないと思われます。
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